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認定調査結果・主治医
意見書の一部をコンピ
ュータ入力し一次判定
を実施します。

主治医がいない場合は
市町村が指定する医師
の診断を受けます。

保健・医療・福祉の専
門家などが専門調査の
結果と専門医の意見を
もとに審査します。

申請窓口

寝たきりや認知症等で、常に介護を必要とする状態の
方（要介護状態）
常時介護までは必要としないが、家事や身じたく等日
常生活に支援が必要な状態の方（要支援状態）

●65歳以上の人●

第1号被保険者

初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16
種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方

40歳以上65歳未満の
医療保険に加入している人

第2号被保険者

● ●

認定の申請

1

訪問調査

2

一次判定

主治医意見書

3

二次判定

4

認定結果の
お知らせ
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介護予防
ケアプラン作成 ●在宅サービス●

地域包括支援センターへご相
談下さい。ご本人の状態を把
握し、介護予防のプランを作
成します。

介護予防
サービス計画作成

地域包括支援センターでご本
人の状態を把握し、介護予防
サービス計画を作成します。
（被保険者証を提示）

介護サービス計画作成

居宅介護支援事業所を選び介
護サービス計画（ケアプラン）
を作成します。
（被保険者証を提示）

介護予防
プログラム参加

◎介護予防教室
◎ふれあいサークル
◎訪問指導 など
状態に応じ組合わせます。

◎訪問介護
◎訪問入浴介護
◎訪問看護
◎訪問リハビリテーション
◎居宅療養管理指導
◎通所介護
◎通所リハビリテーション
◎短期入所生活介護
◎短期入所療養介護
◎特定施設入所者生活介護

●施設サービス●
◎介護老人福祉施設
◎介護老人保健施設
◎介護療養型医療施設

介護予防
サービスの利用

介護の予防や悪化防止へ効果
が期待される、介護予防サー
ビスを利用します。
（被保険者証を提示）

介護サービスの利用

介護サービス計画に基づいた
サービスを利用します。
（被保険者証を提示）
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※認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればサービスを始めることができます。

認定非該当

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

区 分

要支援1

要支援2

要介護1

心身の状態（例）

介護が必要とならないよう支援が必要で、次に該当しない方。
◎疾病や外傷等で心身の状態が安定しない。
◎認知機能等に障害があり適切な理解が困難。

薬の服用、電話の利用などの日常生活動作の能力が低下し、
部分的な介護が必要

要介護2
歩行や起き上がりなど、身の回りの日常生活全般に部分的な
介護が必要。

要介護3 日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要。

要介護4
移動などの動作を行う能力が著しく低下し、食事や排せつも
自分で行うことがほぼ不可能。

要介護5

49,700円

104,000円

165,800円

194,800円

267,500円

306,000円

358,300円

4,970円

10,400円

16,580円

19,480円

26,750円

30,600円

35,830円
さらに能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほ
ぼ不可能。

利用限度額 ご利用者負担額

※利用限度額は居宅介護サービスや短期入所等複数のサービスの合計金額です。実際にはサービスの組合せにより金額が異なります。 2006/04より

福祉用具貸与

福祉用具購入

住 宅 改 修

介護保険制度について

はぐくむ手でありたい。私たちはあなたを支え、

●ご利用者のお住まい
の市町村窓口

●総合行政センター
●居宅介護支援事業所
●介護保険施設
などにご相談下さい。
（被保険者証の添付）

専門の調査員が訪問し
て、ご利用者の心身の
状況などをお聞きしま
す。

申請から30日以内
に、新しい被保険者
証と認定結果の通知
書が郵送されます。

●地域密着型サービス●

◎夜間対応型訪問介護
◎認知症対応型通所介護
◎小規模多機能型居宅介護
◎認知症対応型共同生活介護
◎地域密着型特定施設
入居者生活介護

◎地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
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次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
●ポータブルトイレ（便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの）。

種 目

腰掛け便座

機能または構造など

購入で介護保険が適用される特定福祉用具
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尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が、容易に
使用できるもの。特殊尿器

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次の
いずれかに該当するものに限ります。
●入浴用いす ●入浴台 ●浴槽用手すり ●浴室内すのこ ●浴槽内いす
●浴槽内すのこ ●入浴用介助ベルト

入浴補助用具

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための
工事を伴わないもの。

簡易浴槽

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。移動用リフトの
吊り具部分

特定福祉用具
販売事業者

区 市 町 村

居宅介護支援事業所

ご利用者

地域包括支援センター特定介護予防
福祉用具販売事業者

①ご利用の相談

②ご利用の作成

③サービス
提供の依頼

④購入費のお支払い

⑤販売
領収書・パンフレット
もしくは用具の概要が
わかる書類の発行

⑥購入に要した9割相当額のご請求
（支給申請書を作成し、領収書、カタログを添付）

⑦9割相当額を
支払い

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具購入のご利用手順

※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合せ下さい。

171012

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る

種 目 サービスコード

車いす 171001

クッション、電動補助装置などであって、車いすと一体的に使用されるものに限る車いす付属品 171002

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、
次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの
であって、次のいずれかに該当するものに限る
1.車輪を有するものであっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

次のいずれかに該当するものに限る
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット

特殊寝台 171003

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る特殊寝台付属品 171004

床ずれ防止用具 171005

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換で
きる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く体位変換器 171006

機能または構造など

レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具

取付けに際し工事を伴わないものに限る手すり 171007

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限るスロープ 171008

歩行器 171009

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る歩行補助つえ 171010

認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
認知症老人
徘徊感知機器 171011

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を
有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能
を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く）

移動用リフト
（吊り具の部分を除く）
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